
 

自家増殖についての遵守事項 
① 自家増殖により得た種苗は、有償・無償を問わず第三者に譲渡しないこと。 
② 種苗を海外に持ち出さないこと。 
③ 植物体の一部を種苗として用いる場合は、その品種の特性を著しく損なうことのないよう、適    

切な種苗を選別して利用すること。 
また、利用した種苗によってその品種の特性が損なわれる等の問題が発生した場合には、遅滞

なく兵庫県に報告すること。 
④ 第三者から、自家増殖により得た収穫物や植物体の一部を種苗として譲り受けたい、または   

譲渡したい旨の申し出があった場合は、遅滞なく兵庫県に報告すること。 
⑤ 自らの農業経営に用いなかった種苗は、遅滞なく廃棄すること。なお、剪定枝等は焼却等を行

い、確実に廃棄処分すること。 
⑥その他、自家増殖に関連する事項について、兵庫県の指示に従うこと。 

 


